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滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
の
館
蔵
品
（
県
所
有
品
）
の
ひ
と
つ
に
、
孝
明
天
皇
宸

翰
と
さ
れ
る
「
明
治
天
皇
御
名
字
」
が
あ
る
。 

明
治
天
皇
の
諱
（
い
み
な
＝
実
名
）
で
あ
る
「
睦
仁
（
む
つ
ひ
と
）」
が
命
名
さ
れ

た
と
き
、
そ
の
名
を
書
き
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
「
名
字
書
（
み
ょ

う
じ
が
き
）
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
天
皇
の
諱
の
た
め
敬
意
を
こ
め
、
特

に
「
御
名
字
（
お
ん
み
ょ
う
じ
）
」
と
称
さ
れ
る
。 

料
紙
は
楮
紙
で
、
本
紙
の
法
量
は
縦
三
一
・
五
㎝×
横
四
四
・
九
㎝
。
態
様
（
文

書
形
式
）
は
折
紙
で
、
現
在
は
軸
装
さ
れ
て
い
る
。
上
段
中
央
に
「
睦
仁 

武
豆
比

登
」
と
諱
お
よ
び
万
葉
仮
名
に
よ
る
字
訓
が
書
か
れ
る
。
ま
た
、
名
字
以
外
に
も
上

段
の
余
白
に
「
一
、
可
為
准
后
上
事
（
准
后
の
上
た
る
べ
き
こ
と
）
、
一
、
御
名
字

（
お
ん
み
ょ
う
じ
）
」
、
下
段
の
余
白
に
「
一
、
和
宮
一
件
之
事
（
か
ず
の
み
や
い
っ

け
ん
の
こ
と
）
」
云
々
の
書
き
込
み
が
認
め
ら
れ
る
。
全
文
の
釈
文
を
示
す
と
、
左

記
の
と
お
り
。 

 

（
上
段
） 

 
 
 

武
豆
比
登 

 
 一

、
可
為
准
后
上
事 

一
、
御
名
字 

 

（
下
段
） 

一
、
和
宮
一
件
之
事 

桂
御
所
ニ
申
為
立
候
儀 

遣
申
伺
様
差
心
得 

 
 
 

 
 

 

漫
ニ 

橋
本
ノ
不
上
被
止
ニ
而
ハ 

如
何
哉 

 

明
治
天
皇
の
諱
「
睦
仁
」
は
、
誕
生
の
時
で
は
な
く
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
九

月
二
八
日
に
九
歳
で
親
王
宣
下
を
受
け
た
時
、
同
時
に
父
で
あ
る
孝
明
天
皇
か
ら
賜

っ
た
も
の
で
あ
る
。
嘉
永
元
年
（
一
八
五
二
）
の
誕
生
か
ら
そ
れ
ま
で
の
間
は
、
幼

称
の
「
祐
宮
（
さ
ち
の
み
や
）
」
で
呼
ば
れ
て
い
た
。 

親
王
宣
下
の
儀
は
、
内
裏
の
「
陣
の
座
」
に
お
い
て
公
卿
列
席
の
も
と
行
わ
れ

る
。
そ
の
具
体
的
な
次
第
つ
い
て
は
『
東
山
御
文
庫
御
物
一
』
（
毎
日
新
聞
社
、
一

九
九
九
年
刊
）
の
解
説
（
一
）

に
詳
し
い
の
で
、
以
下
同
書
に
従
っ
て
名
字
書
に
関
係

す
る
流
れ
を
追
っ
て
い
く
。 

ま
ず
、
孝
明
天
皇
み
ず
か
ら
が
檀
紙
の
竪
紙
に
宸
筆
を
も
っ
て
し
た
た
め
た
「
睦

仁
」
の
二
字
書
き
を
、
担
当
職
事
で
あ
る
蔵
人
頭
・
葉
室
長
順
が
議
奏
を
通
じ
て
受

け
取
り
、
清
涼
殿
で
新
た
に
檀
紙
に
御
名
字
を
書
き
写
す
。
そ
し
て
公
卿
が
詰
め
て

い
る
「
陣
の
座
」
に
赴
き
、
上
卿
の
内
大
臣
・
二
条
斉
敬
に
御
名
字
を
下
し
て
、

〈
資
料
紹
介
〉 

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
蔵
「
明
治
天
皇
御
名
字
（
伝
孝
明
天
皇
宸
翰
）」
に
つ
い
て 
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睦
仁 
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「
親
王
と
せ
よ
」
と
仰
せ
た
。 

葉
室
長
順
か
ら
御
名
字
を
下
さ
れ
、
親
王
と
す
べ
き
仰
せ
を
受
け
た
二
条
斉
敬

は
、
権
右
中
弁
の
清
閑
寺
豊
房
を
召
し
て
御
名
字
を
下
し
、
親
王
と
な
す
べ
き
太
政

官
符
を
作
成
す
る
よ
う
に
命
じ
る
。
豊
房
は
退
い
て
、
左
大
史
の
壬
生
（
小
槻
）
輔

世
に
太
政
官
符
・
宣
旨
を
作
成
さ
せ
た
。 

現
在
、
宮
内
庁
の
東
山
御
文
庫
に
は
勅
封
御
物
と
し
て
、
こ
の
と
き
作
成
・
使
用

さ
れ
た
御
名
字
（
孝
明
天
皇
宸
筆
）
正
文
一
通
と
「
雛
形
」
＝
控
二
通
、
親
王
宣
下

宣
旨
（
壬
生
輔
世
筆
）
の
正
文
一
通
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
二
）
。
東
山
御
文
庫
に
は

ま
た
別
に
、
琵
琶
湖
文
化
館
の
御
名
字
と
同
じ
よ
う
に
、「
睦
仁 

武
豆
比
登
」
と

諱
お
よ
び
万
葉
仮
名
に
よ
る
字
訓
が
書
か
れ
た
御
名
字
一
通
も
蔵
さ
れ
て
お
り
（
三
）
、

文
化
館
本
も
含
め
て
そ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
で
あ
る
。 

今
後
、
つ
ぶ
さ
に
比
較
研
究
し
て
琵
琶
湖
文
化
館
本
の
位
置
づ
け
を
せ
ね
ば
な
ら

な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
「
孝
明
天
皇
宸
筆
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
（
孝
明
天
皇

百
年
祭
記
念
『
皇
室
特
別
展
目
録
』
平
安
神
宮
刊
な
ど
）
文
化
館
本
の
筆
者
に
つ
い

て
に
わ
か
に
は
断
じ
が
た
い
。
文
化
館
本
に
書
か
れ
た
諱
の
筆
跡
は
、
写
真
が
公
開

さ
れ
て
い
る
東
山
御
文
庫
本
の
二
通
と
似
通
っ
た
雰
囲
気
を
も
ち
な
が
ら
も
、
「
睦
」

字
の
目
偏
（
め
へ
ん
）
の
書
癖
が
、
若
干
異
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
比
較
図
版

参
照
）
。 

た
だ
し
、
余
白
に
書
き
こ
ま
れ
た
「
准
后
の
上
た
る
べ
き
事
」
や
「
和
宮
一
件
の

事
」
な
ど
は
、
孝
明
天
皇
の
内
意
を
側
近
が
記
録
し
た
生
々
し
い
内
容
に
相
違
な
い

で
あ
ろ
う
。
管
見
の
限
り
、
他
に
類
似
の
史
料
が
あ
る
こ
と
も
聞
か
ず
、
貴
重
な
情

報
と
考
え
る
。
と
く
に
「
和
宮
一
件
の
事
」
と
い
う
の
は
、
和
宮
親
子
内
親
王
の
降

嫁
問
題
に
関
し
て
、
孝
明
天
皇
の
内
意
発
言
を
メ
モ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
注
目
し

た
い
。
当
時
、
朝
幕
間
の
重
要
な
政
治
課
題
で
も
あ
っ
た
和
宮
の
婚
儀
に
つ
い
て
、

み
だ
り
に
決
定
せ
ず
桂
御
所
こ
と
桂
宮
淑
子
内
親
王
（
一
八
二
九
～
一
八
八
一
）
に

申
し
立
て
て
意
見
を
伺
う
よ
う
、
近
臣
へ
指
示
を
出
し
た
内
容
と
考
え
ら
れ
る
。
天

皇
は
異
母
姉
に
あ
た
る
淑
子
内
親
王
へ
厚
い
信
頼
を
寄
せ
、
女
宮
で
あ
る
淑
子
に
世

襲
親
王
家
で
あ
る
「
桂
宮
」
を
継
承
さ
せ
る
な
ど
、
異
例
の
厚
遇
を
行
っ
た
。
こ
の

と
き
存
命
し
て
い
た
孝
明
天
皇
の
兄
弟
姉
妹
は
和
宮
と
桂
宮
の
他
に
は
な
く
、
数
少

な
い
皇
親
の
進
退
に
つ
い
て
、
信
頼
す
る
桂
宮
の
意
見
を
最
大
限
尊
重
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
天
皇
の
慎
重
な
配
慮
ぶ
り
や
、
近
親
の
境
遇
を
思
い
や
る
細
や
か

な
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
。 

将
軍
徳
川
家
茂
へ
の
和
宮
降
嫁
問
題
（
四
）

は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
こ
ろ
か

ら
幕
府
側
が
打
診
を
始
め
て
い
た
が
、
和
宮
が
既
に
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
と
婚
約
し

て
い
た
た
め
難
航
し
、
幕
府
に
よ
る
再
度
の
奏
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
万
延
元
年
八

月
七
日
に
和
宮
本
人
が
宮
中
へ
上
が
っ
て
縁
組
を
固
辞
す
る
な
ど
の
一
幕
が
あ
っ

た
。
事
態
を
憂
慮
し
た
天
皇
が
自
ら
譲
位
の
決
意
ま
で
示
す
に
及
び
、
八
月
一
五
日

に
和
宮
の
生
母
で
あ
る
観
行
院
（
橋
本
経
子
）
が
降
嫁
を
内
諾
す
る
が
、
九
月
二
八

日
の
段
階
で
、
和
宮
本
人
は
早
期
の
婚
儀
に
つ
い
て
は
拒
む
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。 

和
宮
は
最
終
的
に
、
孝
明
天
皇
の
説
得
を
受
け
て
万
延
元
年
一
〇
月
五
日
に
明
春

の
江
戸
下
向
を
承
諾
し
、
一
〇
月
一
八
日
に
天
皇
が
降
嫁
を
勅
許
す
る
結
果
と
な
っ

た
。
文
久
元
年(

一
八
六
一)

、
和
宮
は
観
行
院
と
も
ど
も
桂
御
所
か
ら
江
戸
へ
と
出
立

し
て
い
る
。
本
史
料
の
存
在
に
よ
っ
て
、
和
宮
降
嫁
に
際
し
、
孝
明
天
皇
と
と
も
に

桂
宮
淑
子
内
親
王
の
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
蔵
の
「
明
治
天
皇
御
名
字
」
が
仮
に
孝
明
天
皇
の
宸
筆

で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
余
白
書
き
の
内
容
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
の
文
書
が
幕
末

の
宮
廷
史
を
知
る
上
で
極
め
て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。 

な
お
、
琵
琶
湖
文
化
館
蔵
の
御
名
字
に
は
附
属
品
と
し
て
、
包
紙
に
包
ま
れ
た

「
唐
橋
在
光
御
名
字
勘
文
案
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
料
紙
は
楮
紙
、
折
紙
で
法
量

は
縦
三
二
・
四
㎝×

横
四
五
・
三
㎝
で
あ
る
。
唐
橋
在
光
（
一
八
二
七
～
七
四
）
は

万
延
元
年
当
時
、
文
章
博
士
か
つ
式
部
大
輔
の
任
に
あ
り
、
職
務
上
、
諱
「
睦
仁
」

の
勘
文
を
担
当
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
釈
文
は
左
記
の
と
お
り
。 

 
 
 

 
 

武
豆
比
登 

 

睦
仁 
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広
韻
曰
睦
莫
六
切
和
睦
也
、
御
注
孝
経
曰 

 
 
 

民
用
和
睦
上
下
無
怨 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

上 

 

こ
れ
も
明
治
天
皇
の
名
字
書
に
関
す
る
史
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
。
昨

年
（
西
暦
二
〇
一
八
年
）
は
「
明
治
一
五
〇
年
」
の
節
目
と
し
て
の
記
念
年
で
、
本

年
に
は
天
皇
の
譲
位
に
伴
っ
て
「
平
成
」
か
ら
新
た
な
元
号
に
替
わ
り
、
五
月
一
日

に
徳
仁
親
王
が
新
天
皇
と
し
て
即
位
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
機
に
、

琵
琶
湖
文
化
館
が
所
蔵
す
る
皇
室
史
の
貴
重
な
史
料
が
注
目
さ
れ
、
さ
ら
な
る
活
用

を
促
す
端
緒
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

  

 

註 

（
一
） 

毎
日
新
聞
社
「
至
宝
」
委
員
会
編
『
東
山
御
文
庫
御
物
一
』
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九

九
） 

（
二
） 

『
東
山
御
文
庫
御
物
一
』
（
前
掲
）
二
八
〇
頁 

（
三
） 

肥
後
和
男
編
『
歴
代
天
皇
図
巻
』
（
秋
田
書
店
、
一
九
七
五
）
二
二
七
頁 

（
四
） 

以
下
、
和
宮
親
子
内
親
王
お
よ
び
和
宮
降
嫁
問
題
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
吉
川
弘
文

館
『
国
史
大
辞
典
』
毛
利
敏
彦
執
筆
「
和
宮
降
嫁
問
題
」
の
項
（
第
三
巻
三
一
六
頁
、

一
九
八
三
）
、
お
よ
び
武
部
敏
夫
執
筆
「
親
子
内
親
王
」
の
項
（
第
九
巻
三
七
二
頁
、

一
九
八
八
）
な
ど
を
参
照
し
た
。 

 

※
本
資
料
は
明
治
期
以
降
に
表
装
さ
れ
て
い
る
が
、
中
廻
、
お
よ
び
柱
の
表
具
裂
に
十
六
八

重
表
菊
紋
（
皇
室
の
菊
花
紋
）
と
共
に
、
西
六
条
八
藤
紋
（
西
本
願
寺
大
谷
家
紋
）
が
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
琵
琶
湖
文
化
館
の
所
蔵
と
な
る
以
前
の
伝
来
に
つ
い
て
、
手
懸
り
と

な
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
追
記
し
て
お
き
た
い
。 

  

                    

         

明治天皇名字書一覧 

番 号 1 2 3 4 5 

名 称 明治天皇御名字 明治天皇御名字 明治天皇御名字 明治天皇御名字 明治天皇御名字 

名字記述 睦仁 武豆比登 睦仁 睦仁 睦仁 睦仁 武豆比登 

文 書 の 

態 様 
折紙（楮紙） 竪紙（檀紙） 竪紙 竪紙 不明 

法 量 縦31.5×横44.9㎝ 縦39.3×横54.0㎝ 不明 不明 不明 

所 有 者 

滋賀県 

(滋賀県立琵琶湖

文化館蔵) 

御物 

(東山御文庫蔵) 

御物 

(東山御文庫蔵) 

御物 

(東山御文庫蔵) 

御物 

(東山御文庫蔵) 

典拠文献 

現物により確認 

孝明天皇百年祭記念

『皇室特別展目録』

（平安神宮）等にも

掲載 

『東山御文庫御物1』 

（毎日新聞社「至宝」

委員会編）  

『東山御文庫御物1』 

（毎日新聞社「至宝」

委員会編）  

『東山御文庫御物1』 

（毎日新聞社「至宝」

委員会編）  

『歴代天皇図巻』 

（肥後和男編）秋田

書店  

備 考 

＊余白部分に 

「一、可為准后上事」

等の書込みあり 

＊図版掲載あり 

 宸筆正文か 

＊図版掲載なし 

 （勅封 179番箱） 

 「雛形」 

＊図版掲載なし 

 （勅封 179番箱） 

 「雛形」 

＊図版掲載あり 

（ただし、諱部分

のみ） 

在
光 
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明治天皇御名字（滋賀県立琵琶湖文化館蔵） 

明治天皇御名字の筆跡比較 

琵琶湖文化館本 

 

東山御文庫本Ａ 

（『東山御文庫御物１』） 

 

東山御文庫本Ｂ 

（『歴代天皇図巻』） 

 




